
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 田 市 
 

 

 

「町田市宅地開発事業に関する条例」 

「町田市宅地開発事業に関する条例施行規則」が 

2024年７月 31 日に一部改正されました。 

（2024年 7月 31日付け施行に伴う改正版） 
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1960年代からの高度成長期における宅地開発を適正なものに誘導するため、町田市

では「宅地開発指導要綱」を定めることで、公共公益施設の整備を促進し良好な住環

境を形成する上で、ある一定の役割を果たしてきました。 

 

しかし、近年では行政手続法等の施行により、要綱に基づく行政指導は、相手方の

任意の協力によってのみ実現されるものであると位置付けられたことや、建築基準法

の改正による建築確認の民間実施など、要綱行政の性格と限界が明確になってきまし

た。 

 

また、2001年 5月に改正都市計画法が施行され、開発許可基準の一部を地域の実情

に合わせて条例で定めることができるようになったことなど、宅地開発事業をとりま

く社会情勢が大きく変わってきています。 

 

そこで、開発指導要綱を廃止し、町田市の実情にあった公共公益施設の整備基準や

町田市と事業者による協定締結等の手続き、さらに、近隣住民への説明や事業計画の

公開の手続き等を新たに条例化することにより、住みよい街づくりの実現を目指すも

のです。 

 

 

 

 

 

 
 複合条例  

この条例は、都市計画法の開発許可基準の一部（道路、公園、敷地面積の最低限度）

を定める委任条例としての部分と、地方自治法に基づく自主条例としての部分を一体

的に機能させた複合条例となっています。このような複合条例とすることで、地域の

実情に対応するための独自性と実効性を持った仕組みとしました。 

 

 住民説明  

標識の設置や近隣住民への事業計画説明、周知及び事業計画の公開手続きを条例化

し、早期周知の仕組みを取り入れました。 

 

 罰則規定  

実効性を確保するために、事業者が町田市と協定を締結しないで工事に着手した場

合等に罰則を規定しています。 

 

 

 

はじめに 

「町田市宅地開発事業に関する条例」の考え方 
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次のいずれかに該当する行為が対象となります。 [条例第２条] 

 

 

（１） 都市計画法に規定する開発行為で同法第２９条の許可が必要な

もの。 

 

（２） 宅地造成及び特定盛土等規制法において「宅地造成」又は「特

定盛土等」に該当し(※)、同法第１２条の許可が必要な事業で、

切土又は盛土をする土地の面積の合計が 500㎡を超えるもの。  

（※「土砂の堆積」は除く。） 
 

 

「町田市宅地開発事業に関する条例」の対象となる事業 
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標識設置 

事前相談・標識設置の届出 
▶ 計画概要書、標識設置届出書の提出 

 

事前相談・ 

標識設置の届出 
▶ 計画概要書、標識

設置届出書の提出 

 

 

近隣住民への説明 

説明状況の報告 
▶ 住民説明報告書の提出 

協議申請 
▶ 協議申請書の提出 

 

協定締結 
※開発行為の場合は法３２条同意、協議 

『町田市住みよい 

街づくり条例』 

の手続き 

完了検査 
▶ 工事完了届兼工事完了検査申請書の提出 

 

中間検査 
▶ 中間検査申請書の提出 

 

工事着手の届出 
▶ 工事着手届出書の提出 

 

工事着手前に近隣住民への周知 

工事着手前に必要な法令・条例の手続き 
※開発行為の法２９条申請・許可、宅地造成及び特定盛土等規制法の申請・許可等 

 

標識設置 

標識設置 

事業区域 10,000㎡以上

または市長が必要と 

認めた開発等 

事業区域 

3,000 ㎡未満 

事業区域 

3,000 ㎡以上 

10,000 ㎡未満 

手続きの流れ 
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90 

cm

以

上 標識 

事業区域 

 

 
 

１．標識の設置及び届出 [条例第５条] 
 

（１） 標識設置の位置と箇所数 [規則第４条] 
 

事業者は道路に接する見やすいところに標識「宅地開発事業のお知らせ」（第１号

様式）を設置します。事業区域が 2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接

するところに設置します。地面から標識の下端までの高さがおおむね 1メートルとな

るように設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 標識設置の時期 ［規則第４条］ 
 

➢ 事業者は標識を設置した翌日から 5 日以内に、計画概要書（第３号様式）に必要

な図書を添付して市に提出します。 

➢ 事業区域の面積が 3,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満の宅地開発事業の場合は、協議の

申請日の 14日以上前に標識を設置します。[規則第１１条] 

➢ 生産緑地地区内においては、行為の制限の解除となった日以降に標識を設置して

ください。 

 

 

（３） 標識設置の届出 [規則第４条] 
 

事業者は標識を設置したときは、その日の翌日から 5 日以内に標識設置（変更）届

出書（第２号様式）を市へ届け出します。 

 

 

 

 

 

 

宅地開発事業のお知らせ 

 

 

90cm 以上 

第１号様式参照 

約 1m 

道
路 

道路 

地面 

条例の特色 
 

≪『標識設置（変更）届出書』の添付図書≫ （正 1 部） 

① 案内図  

② 標識設置位置図 

③ 設置写真（遠景及び近景） 
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２．事前相談 [条例第６条][規則第５条] 
 

事前相談は、宅地開発事業に関する手続きを円滑に進めるために、事業者と市が協

議申請の前に行う相談です。事業者は、標識を設置した翌日の 5 日以内に計画概要書

（第３号様式）に下記の図書を添付して、市に提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．近隣住民への説明等 [条例第７条] 
 

（１） 近隣住民とは  [規則第３条] 
 

① 事業区域の境界線からの水平距離が予定建築物の高さに相当する距離の 2 倍

以内の範囲にある土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有若

しくは所有する者 

② 事業区域の境界線からの水平距離が 50メートル以内の範囲にある土地を所有

する者又は建築物の全部若しくは一部を占有若しくは所有する者 

③ そのほか、事業区域の存する地域の自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、

事業者と協議した上、市長が指定した範囲 

 

 

 

 

 

 

以下の全てが近隣住民の対象です 
 

・土地の所有者 

・建築物の所有者（全部・一部） 

・建築物の占有者（全部・一部） 

≪『計画概要書』の添付図書≫ （部数については別途指示） 

① 位置図 

② 公図の写し 

③ 事業区域の土地及び当該事業区域に隣接する土地の登記簿の全部事項証明

書。その他の地番、地目、地積及び権利者が確認できる図書。（3 部のみ） 

④ 現況図 

⑤ 土地利用計画図 

⑥ 造成計画平面図及び断面図 

⑦ 現況写真 

⑧ 市長が必要と認めたもの 
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★ 近隣住民への周知の特例 [規則第１０条] 

 
事業区域が 3,000 ㎡未満の宅地開発事業の場合に限っては、事業区域に隣接す

る土地所有者は対象となりますが、それ以外の土地所有者は対象の除外となりま

す。ただし、近隣住民の範囲内にある建築物の全部若しくは一部を占有若しくは

所有する者は対象となります。 

 

 

《 近隣住民のイメージ図 》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山 林

等 

道路 

50m 

50m 

開発等 

道路 

2h 

2h 

建物 

道路 

 近隣住民の対象 

● 対象 

■ 
（3,000 ㎡未満）対象外 

（3,000 ㎡以上）対象 

 

最高高さの 2 倍 水平距離 50m 

 
事業区域 

空地 
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（２） 近隣住民への説明について  [規則第６条] [規則第７条] 
 

事業者は宅地開発事業の規模にかかわらず、事業計画について近隣住民から説明を

求められたときは、誠意をもって説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 近隣住民への説明事項又は周知事項 [規則第８条] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 事業区域 3,000 ㎡未満の場合 

 

➢ 工事着手前に、事業計画等について近隣住民に周知します。 

（※ 近隣住民への周知の特例があります。前頁を参照。） 

■ 事業区域 3,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満の場合 

 

➢ 規則第１１条の協議の申請を行う前に説明会又は戸別訪問のいずれか

により、事業計画等について近隣住民に誠意をもって説明し、理解を得

るよう努めます。 

➢ 説明会を開催するときは、開催日の 5日前までに近隣住民へ通知をしま

す。 

➢ 説明を行った後に、速やかに住民説明報告書（第４号様式）に必要な図

書を添付して、市に報告します。 

➢ 工事着手前に、事業計画等について近隣住民へ、周知をします。 

 

【 近隣住民への説明事項又は周知事項 】 

 

① 事業計画 

② 工事の施行内容 

③ 土砂等の搬出入計画 

④ 工事施行時の安全の確保（交通安全対策を含む）及び災害防止対策 

⑤ 工事施行時の周辺の環境への配慮 

⑥ 工事予定期間 
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４．事業計画の公開 [条例第１０条] [規則第１２条] 
 

 

事業計画の概要を、図書の種類に応じた期間において一般の閲覧に供することにな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開図書 公開期間 公開場所 

計画概要書 

及び添付図書 

事前相談後から、当該宅地開発

事業に係る協議申請書が提出さ

れるまでの間 
都市づくり部 

土地利用調整課

（本庁舎 8階） 

協議申請書 

及び添付図書 当該宅地開発事業について条例

第１６条第２項の規定により市

長が通知するまでの間 市と事業者との間で 

締結した協定書 
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第１章 総則 
 

第１条及び第２条は目的と定義とし、第３条及び第４条は配慮事項としています。 

 

第２章 宅地開発事業の手続等 
 

この章では、協定締結までの手続きや事業計画の説明、周知及び公開、さらに、工

事施行に関する手続き等について整理されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配慮事項 

第３条 計画等への適合 

第４条 地区計画の活用等 
 

協定締結までの手続き等 

第６条 事前相談 

第８条 協議 

第９条 協定の締結等 

第１４条 変更の協議 

第１８条 宅地開発事業の廃止 

第１９条 事業者の承継 
 

事業計画の説明、周知及び公開 

第５条 標識の設置 

第７条 近隣住民への説明等 

第１０条 事業計画の公開 
 

工事施行に関する手続き 

第１１条 工事着手の制限 

第１２条 埋蔵文化財の保護 

第１３条 工事着手の届出 

第１５条 中間検査 

第１６条 工事完了の検査 

第１７条 公共・公益施設の管理及びその用に供する土地の帰属 
 

総則的項目 

第１条 目的 

第２条 定義 
 

条例の構成 
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第３章 都市計画法の規定に基づく開発許可の技術基準 
 

第２０条から第２２条まで都市計画法第３３条に基づく道路、公園等、建築物の敷

地面積の最低限度を定めた項目となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 公共・公益施設の整備基準 
 

第２３条及び第２４条を公共・公益施設の整備基準として、道路、公園等、下水道

施設、雨水流出抑制施設、消防水利・防災施設、交通安全施設、ごみ集積所、集会所

用地、学校用地、街路灯の基準を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 雑則 
 

第２５条から第３１条までを雑則とし、適用除外等の補足的項目と勧告、是正命令

等の罰則規定に関連した項目に整理されています。 

1 

 

第６章 罰則 
 

第３２条と第３３条は、罰則規定と両罰規定を定めています。 

 

開発許可の技術基準 

第２０条 道路 

第２１条 公園等 

第２２条 開発区域内の建築物の敷地面積の最低限度 
 

公共・公益施設の整備基準 

第２３条 公共・公益施設の整備 

第２４条 既存の公共・公益施設についての整備の特例 
 

罰則関連項目 

第２６条 勧告 

第２７条 是正命令 

第２８条 報告等の徴収及び立入調査 

第２９条 公表 
 

補足的項目 

第２５条 適用除外 

第３０条 許可等への配慮 

第３１条 委任 
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条 項 号 
記

号 
項  目 

開発行為 

3,000 ㎡ 

未満 

3,000 ㎡以上 

10,000 ㎡ 

未満 

10,000㎡

以上 

第 1 章 総則 

1       目 的 ○ ○ ○ 

2       定 義 ○ ○ ○ 

3       計画等への適合 ○ ○ ○ 

4       地区計画の活用等 ○ ○ ○ 

第 2 章 宅地開発事業の手続等 

5       標識の設置 ○ ○ ○ 

6       事前相談 ○ ○ ○ 

7 1     近
隣
住
民
へ
の
説
明
等 

近隣住民からの要求に対する

説明 
○ ○ ○ 

  2     
説明会又は戸別訪問による説

明 
― ○ ― 

  3     住民説明報告書の提出 ― ○ ― 

  4     
工事着手前の近隣住民への周

知 
○ ○ ○ 

8       協 議 ○ ○ ○ 

9 1     
協定の締結等 

○ ○ ○ 

  2     ○ ○ ○ 

10       事業計画の公開 ○ ○ ○ 

11       工事着手の制限 ○ ○ ○ 

12       埋蔵文化財の保護 ○ ○ ○ 

13       工事着手の届出 ○ ○ ○ 

14       変更の協議 ○ ○ ○ 

15       中間検査 ○ ○ ○ 

16       工事完了の検査 ○ ○ ○ 

17       
公共・公益施設の管理及び 

その用に供する土地の帰属 
○ ○ ○ 

18       宅地開発事業の廃止 ○ ○ ○ 

19       事業者の承継 ○ ○ ○ 

第 3 章 都市計画法の規定に基づく開発許可の技術基準 

20       道路（幅員の最低限度） ○ ○ ○ 

21       
公園等（開発区域面積に対する割合、

１箇所当たりの面積の最低限度） 
― ○ ○ 

22       
開発区域内の建築物の 

敷地面積の最低限度 
○ ○ ○ 

適用条項一覧【開発行為】（１／２） 
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条 項 号 
記

号 
項  目 

開発行為 

3,000 ㎡ 

未満 

3,000 ㎡以上 

10,000 ㎡ 

未満 

10,000㎡

以上 

第 4 章 公共・公益施設の整備基準 

23 1     公共・公益施設の整備 ○ ○ ○ 

    1 ア 

道 

路 

転回広場 ○ ○ ○ 

      イ 隣接する道路の拡幅 ○ ○ ○ 

      ウ すみ切り ○ ○ ○ 

      エ 接続先道路 ○ ○ ○ 

    2   公園等 ― ○ ○ 

    3   下水道施設 ○ ○ ○ 

    4   雨水流出抑制施設 ○ ○ ○ 

    5   消防水利・防災施設 ※1 ○ ○ 

    6   交通安全施設 ○ ○ ○ 

    7   ごみ集積所 ○ ○ ○ 

    8   集会所用地 ※2 

    9   学校用地 ※3 

    10   街路灯 ○ ○ ○ 

  2     技術的細目の規則への委任 ○ ○ ○ 

  3     
町田市福祉のまちづくり総合推進条例

に定める整備基準の遵守 
○ ○ ○ 

24       
既存の公共・公益施設についての 

整備の特例 
○ ○ ○ 

第 5 章 雑則 

25       適用除外 ○ ○ ○ 

26       勧 告 ○ ○ ○ 

27       是正命令 ○ ○ ○ 

28       報告等の徴収及び立入調査 ○ ○ ○ 

29       公 表 ○ ○ ○ 

30       許可等への配慮 ○ ○ ○ 

31       委 任 ○ ○ ○ 

第 6 章 罰則 

32       罰 則 ○ ○ ○ 

33       両罰規定 ○ ○ ○ 

※1 町田市中高層建築物に関する指導要綱に基づき防火水槽の設置を要する場合があります。 

※2 計画宅地数が 100 宅地以上の宅地開発事業の場合は、集会所用地を確保すること。 

※3 計画戸数が 1000 戸以上の宅地開発事業の場合は、市長と協議の上、学校用地を確保すること。 

適用条項一覧【開発行為】（２／２） 
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条 項 号 
記

号 
項  目 

宅地造成及び特定盛土等規制法 

3,000 ㎡ 

未満 

3,000 ㎡以上 

10,000 ㎡ 

未満 

10,000 ㎡ 

以上 

第 1 章 総則 

1       目 的 ○ ○ ○ 

2       定 義 ○ ○ ○ 

3       計画等への適合 ○ ○ ○ 

4       地区計画の活用等 ○ ○ ○ 

第 2 章 宅地開発事業の手続等 

5       標識の設置 ○ ○ ○ 

6       事前相談 ○ ○ ○ 

7 1     近
隣
住
民
へ
の
説
明
等 

近隣住民からの要求に対する

説明 
○ ○ ○ 

  2     
説明会又は戸別訪問による説

明 
― ○ ― 

  3     住民説明報告書の提出 ― ○ ― 

  4     
工事着手前の近隣住民への周

知 
○ ○ ○ 

8       協 議 ○ ○ ○ 

9 1     
協定の締結等 

○ ○ ○ 

  2     ― ― ― 

10       事業計画の公開 ○ ○ ○ 

11       工事着手の制限 ○ ○ ○ 

12       埋蔵文化財の保護 ○ ○ ○ 

13       工事着手の届出 ○ ○ ○ 

14       変更の協議 ○ ○ ○ 

15       中間検査 ○ ○ ○ 

16       工事完了の検査 ○ ○ ○ 

17       
公共・公益施設の管理及び 

その用に供する土地の帰属 
○ ○ ○ 

18       宅地開発事業の廃止 ○ ○ ○ 

19       事業者の承継 ○ ○ ○ 

第 3 章 都市計画法の規定に基づく開発許可の技術基準 

20       道路（幅員の最低限度） ― ― ― 

21    
公園等（開発区域面積に対する割合、

１箇所当たりの面積の最低限度） 
― ― ― 

22    
開発区域内の建築物の 

敷地面積の最低限度 
― ― ― 

適用条項一覧【宅地造成及び特定盛土等規制法】（１／２） 
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条 項 号 
記

号 
項  目 

宅地造成及び特定盛土等規制法 

3,000 ㎡ 

未満 

3,000 ㎡以上 

10,000 ㎡ 

未満 

10,000㎡ 

以上 

第 4 章 公共・公益施設の整備基準 

23 1     公共・公益施設の整備 ○ ○ ○ 

    1 ア 

道 

路 

転回広場 ― ― ― 

      イ 隣接する道路の拡幅 ○ ○ ○ 

      ウ すみ切り ― ― ― 

      エ 接続先道路 ― ― ― 

    2   公園等 ― ― ― 

    3   下水道施設 ○ ○ ○ 

    4   雨水流出抑制施設 ○ ○ ○ 

    5   消防水利・防災施設 ― ○ ○ 

    6   交通安全施設 ○ ○ ○ 

    7   ごみ集積所 ○ ○ ○ 

    8   集会所用地 ― ― ― 

    9   学校用地 ― ― ― 

    10   街路灯 ○ ○ ○ 

  2     技術的細目の規則への委任 ○ ○ ○ 

  3     
町田市福祉のまちづくり総合推進条例

に定める整備基準の遵守 
○ ○ ○ 

24       
既存の公共・公益施設 

についての整備の特例 
○ ○ ○ 

第 5 章 雑則 

25       適用除外 ○ ○ ○ 

26       勧 告 ○ ○ ○ 

27       是正命令 ○ ○ ○ 

28       報告等の徴収及び立入調査 ○ ○ ○ 

29       公 表 ○ ○ ○ 

30       許可等への配慮 ○ ○ ○ 

31       委 任 ○ ○ ○ 

第 6 章 罰則 

32       罰 則 ○ ○ ○ 

33       両罰規定 ○ ○ ○ 

適用条項一覧【宅地造成及び特定盛土等規制法】（２／２） 
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第１ 一般事項 

 

  町田市宅地開発事業に関する条例に規定する宅地開発事業を行う場合は、町田市

宅地開発事業に関する条例施行規則及びこの書類作成の手引きの規定に従って関係

書類を作成し、審査を受けて下さい。 

 

 各書類の提出部数は、以下の通りです。 
 

番 

号 
提出書類 提出部数 様式 

1 標識設置（変更）届出書 正 1 部 第２号様式 

2 計画概要書 

紙提出 

11 部＋担当課用別途指示 

（登記簿等(※1)の添付は 3 部で可） 

PDF 提出 

登記簿等 (※1)を除く全ての書類を

PDF 形式でメールにて送付 

第３号様式 

 

3 住民説明報告書 正 1 部 第４号様式 

4 協議申請書 正 1 部（閲覧用）＋副 3 部 第５号様式 

5 工事着手届出書 正 1 部 第６号様式 

6 変更協議申請書 正 1 部（閲覧用）＋副は別途指示 第７号様式 

7 変更報告書 正 1 部 第７号様式の２ 

8 中間検査申請書 正 1 部＋担当課用別途指示 第８号様式 

9 
工事完了届兼工事完了検

査申請書 
正 1 部＋担当課用別途指示 第９号様式 

10 宅地開発事業廃止届出書 正 1 部 第１０号様式 

11 地位の承継届出書 正 1 部 第１１号様式 

12 地位の承継承認申請書 正 1 部 第１２号様式 

 
(※1) 登記簿等→登記簿の全部事項証明書。その他の地番,地目,地積及び権利者が確認できる図書。 

 

 

 

 

書類作成の手引き 
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第２ 添付書類及び添付図書 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

① 計画概要書 
 

番

号 
項目 内容 縮尺 備考 

内訳 

開 規 

1 計画概要書   第３号様式 ○ ○ 

2 位置図 事業区域の位置 
1/2,500

程度 

規模に応じてわかりやすい

縮尺とすること 
○ ○ 

3 公図の写し 

方位、事業区域及び隣接地の地

番、地目、地積並びに権利者の住

所及び氏名 

原本と 

同縮尺 

転写場所、転写日及び転

写者氏名を記入すること 
○ ○ 

4 

事業区域の土地及び隣

接地の登記簿の全部事

項証明書  その他の地

番、地目、地積及び権利

者が確認できる図書 

   ○ ○ 

5 現況図 

地形、事業区域の境界並びに区

域内及び周辺の公共施設、建物、

工作物等の位置 

1/500 

以上 

公共用地の境界点及び境

界辺長を記入すること 
○ ○ 

6 土地利用計画図 

事業区域の境界、公共施設の位

置及び形状、予定建築物の敷地

の形状、敷地に係る予定建築物の

用途並びに公益的施設の位置 

1/500 

以上 

敷地の形状には、街区番

号、辺長、敷地の境界、番

号、面積、計画高、予定建

築物の配置等を明示する

こと 

○ ○ 

7 造成計画図 

事業区域の境界、切土工及び盛

土工の部分、がけ及び擁壁の位

置並びに道路の位置、幅員及び勾

配 

1/500 

以上 

実測地形図に、宅地道路

等の計画等を明示すること 
○ ○ 

8 造成計画断面図 

切土工及び盛土工の前後の地盤

面、標高線、在来地盤線、擁壁の

位置及び高さ、排水施設の位置、

法面の勾配等 

1/500 

以上 

隣地の状態がわかるよう

にすること 
○ ○ 

9 現況写真 
撮影位置、撮影方向がわかる図面

を添付（現況図に記載でも可） 
 カラーコピー可 ○ ○ 

10 その他 市長が必要と認めたもの  別途指示がある場合 ○ ○ 

 

 

 

 

【内訳について】 

開：開発行為による宅地開発事業 

規：宅地造成及び特定盛土等規制法による宅地開発事業 

○：添付を必要とするもの 

△：必要に応じて添付するもの 

（以降同じ） 
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② 協議申請書 
 

協議申請書を提出する場合は、事前に位置図、公図の写し、土地利用計画図を持参

の上、公共・公益施設の設置及び書類提出の手続きについて公共・公益施設管理担当

課及び都市づくり部土地利用調整課と相談し、指示を受けて下さい。 

 

 

【注意事項】 

⚫ 申請書等の提出にあたっては、書類と図面ごとに目次をつけ、その順序にとじてく

ださい。 

⚫ 図面は、A4 版のファイルにとじて、図面ごとにインデックスをつけてください。

（図書の差し替えに対応するため、各図書の前に白紙を挟み、白紙にインデックス

を付けることをおすすめします。） 

⚫ ファイルの表紙、背表紙に宅地開発事業の名称及び事業者名を記入してください。 

⚫ 道路構造物（擁壁等）は、構造計算書を添付してください。  

⚫ 各図面の着色は、第３「図面の着色等」を参考にしてください。  

⚫ その他表以外の図面を必要とする場合もあります。  

 

 

■ 協議申請書の添付書類 

番

号 
項目 内容 備考 

内訳 

開 規 

1 協議申請書  第５号様式 ○ ○ 

2 委任状 

申請の委任者及び受任者の住所、氏名、

事業区域の地名及び地番、委任日、委任

の内容等 

代理人に委任しない場合は、要

しない 
○ ○ 

3-1 地番表（事業区域内） 

事業区域内の町名、地番、地目、登記簿

上の地積並びに所有権、抵当権等の権

利者の住所及び氏名 

地番の若いものから順に明記す

ること 
○  

3-2 地番表（隣接地） 

隣接地の町名、地番、地目、登記簿上の

地積並びに所有権等の権利者の住所及

び氏名 

地番の若いものから順に明記す

ること 
○  

4 設計説明書 
設計の方針、土地の利用現況、土地の利

用計画、公共施設の整備計画等 
 ○  

5 
申請者の身分を証する

書面又はその写し 

申請者の印鑑証明書及び住民票（法人の

場合は、印鑑証明書、法人の登記簿の現

在事項全部証明書及び資格証明書）（※

1） 

写しの場合は、原本を提示する

こと 
○ ○ 

6 

事業区域の土地及び隣

接地の登記簿の全部事

項証明書 その他の地

番、地目、地積及び権

利者が確認できる図書 

  ○ ○ 

7 

事業区域の土地及び事

業区域と隣接地の境界

(市以外の者が所有す

る公共用地との境界に

限る)が確認できる図書 

事業区域の位置 
写しの場合は、原本を提示する

こと 
○ ○ 

 
（※1）法人の登記簿の現在事項全部証明書にて代表者が１名の場合は、法人の資格証明書は不要。 
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■ 協議申請書の添付図面 

番

号 
項目 内容 縮尺 備考 

内訳 

開 規 

1 位置図 事業区域の位置 
1/2,500

程度 

規模に応じてわかりや

すい縮尺とすること 
○ ○ 

2 区域図 

事業区域、行政界等町字の境界、都市

計画区域界並びに土地の地番及び形

状 

1/500 

以上 

実測地形図に公図の

各筆を割り込んだ上、

表示すること 

○ ○ 

3 公図の写し 
方位、事業区域及び隣接地の地番並び

に事業区域等の位置 

原本と 

同縮尺 

転写場所、転写日及び

転写者氏名を記入する

こと 

申請日の 3か月以内に

交付され、又は転写し

たものであること 

○ ○ 

4 

事業区域における公

共施設管理者等に関

する図面 

 

求積図及び求積表 

廃止し、又は変更される従前の公共施

設、新設の公共施設及びそれらを重ね

合わせたものの位置及び形状（それぞ

れの図面に公共施設の管理者、用地の

所有者及び帰属先がわかる表を記入す

ること） 並びにそれらに関する求積図

及び求積表 

1/500 

以上 

宅地造成の場合は、市

長が必要と認めるとき 

（別表 1、2 及び 3 を参

照すること） 

○ △ 

5 現況図 

地形、事業区域の境界並びに区域内及

び周辺の公共施設、建物、工作物等の

位置 

1/500 

以上 

公共用地の境界点及

び境界辺長を記入する

こと 

○ ○ 

6 土地利用計画図 

事業区域の境界、公共施設の位置及び

形状、予定建築物の敷地の形状、敷地

に係る予定建築物の用途並びに公益的

施設の位置 

1/500 

以上 

敷地の形状には、街区

番号,辺長,敷地の境界,

番号,面積,計画高,予定

建築物の配置等を明示

すること 

公共施設以外の土地

利用ごとの求積図及び

求積表を添付すること 

○ ○ 

7 造成計画図 

事業区域の境界、切土工及び盛土工の

部分、がけ及び擁壁の位置並びに道路

の位置、幅員及び勾配 

1/500 

以上 

実測地形図に、宅地道

路等の計画等を明示す

ること 

○ ○ 

8 造成計画断面図 

切土工及び盛土工の前後の地盤面、標

高線、在来地盤線、擁壁の位置及び高

さ、排水施設の位置、法面の勾配等 

1/500 

以上 

隣接地の状態がわかる

ようにすること 
○ ○ 

9 
道路計画図、縦横断

面図及び施設構造図 

現地地盤高、計画高、道路幅員、道路

延長、道路勾配、舗装構造等 

1/500 

以上 

平面図については造成

計画図と併用してもよ

い 

○ ○ 

10 排水施設計画平面図 

排水区域界並びに排水施設の位置、種

類、材料、形状、内法寸法、勾配、水の

流れの方向、吐口の位置及び放流先の

名称、関係する地下埋設物の状況 

1/500 

以上 

流量計算書を添付する

こと 
○ ○ 

11 
排水施設計画縦断面

図 

在来地盤高、計画地盤高、計画土被、

勾配、計画管底高、管径、管種等 

V=1/100 

H=1/500

以上 

 ○ ○ 

12 排水施設構造図 人孔構造図、排水ます等の施設構造図   ○ ○ 

13 給水施設計画図 
給水施設の位置、形状、内法寸法、取

水方法及び消火栓 

1/500 

以上 

排水施設計画平面図

に取りまとめてもよい 
○ ○ 

14 公園緑地施設計画図 
公園計画平面図、植栽計画及び公園遊

具等構造図 
 

宅地造成の場合は、要

しない 
○  

15 
雨水流出抑制施設計

画図 

雨水流出抑制施設の位置、構造及び調

書等 

1/500 

以上 
計算書を添付すること ○ ○ 

16 
その他公共施設計画

図 
消防水利施設計画等   ○ ○ 
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■ 事業区域における公共施設管理者等に関する図面の記載方法 
 

 

（別表 1） 

新設する公共施設一覧表 

種類 番号 
概 要 

新たな管理者 新たな所有者 摘 要 
幅員・寸法 延長 面積 

        

        

        

 

※ 番号は丸文字（① ② ・・）を使用すること。 

※ 単位を記載すること。 

 

 

（別表 2） 

従前の公共施設一覧表 

種類 番号 
概 要 現在の 

管理者 

現在の 

所有者 

新たな 

所有者 
摘 要 

幅員・寸法 延長 面積 

         

         

         

 

※ 番号は角文字（ １ ２ ・・）を使用すること。 

※ 単位を記載すること。 

 

 

（別表 3） 

公共施設の新旧対照表 

種類 番号 
概 要 旧（従前） 新（新設） 

摘要 
幅員・寸法 延長 面積 管理者 所有者 管理者 所有者 

          

          

          

 

※ 単位を記載すること。 
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③ 工事着手届出書 
番

号 
項目 内容 縮尺 備考 

内訳 

開 規 

1 工事着手届出書   第６号様式 ○ ○ 

2 位置図 事業区域の位置 
1/2,500

程度 

規模に応じてわかりやすい

縮尺とすること 
○ ○ 

 

④ 変更協議申請書 
番

号 
項目 内容 縮尺 備考 

内訳 

開 規 

1 変更協議申請書   第７号様式 ○ ○ 

2 位置図 事業区域の位置 
1/2,500

程度 

規模に応じてわかりやすい

縮尺とすること 
○ ○ 

3 設計説明書 

設計の方針、土地の利用現況、土

地の利用計画、公共施設の整備

計画等 

 

 ○  

4- （添付図書） 
協議申請時に添付した図書の中で、変更前及び変更後の図書を添付するこ

と。また、変更箇所が分かるように着色すること。 
○ ○ 

 

⑤ 変更報告書 
番

号 
項目 内容 縮尺 備考 

内訳 

開 規 

1 変更報告書   第７号様式の２ ○ ○ 

2 位置図 事業区域の位置 
1/2,500

程度 

規模に応じてわかりやすい

縮尺とすること 
○ ○ 

3- （添付図書） 
協議申請時に添付した図書の中で、変更前及び変更後の図書を添付するこ

と。また、変更箇所が分かるように着色すること。 
○ ○ 

 

⑥ 中間検査申請書 
番

号 
項目 内容 縮尺 備考 

内訳 

開 規 

1 中間検査申請書   第８号様式 ○ ○ 

2 位置図 事業区域の位置 
1/2,500

程度 

規模に応じてわかりやすい

縮尺とすること 
○ ○ 

3 土地利用計画図 

事業区域の境界、公共施設の位

置及び形状、予定建築物の敷地

の形状、敷地に係る予定建築物の

用途並びに公益的施設の位置 

1/500 

以上 

敷地の形状には、街区番

号、辺長、敷地の境界、番

号、面積、計画高、予定建

築物の配置等を明示する

こと 

○ ○ 

 

⑦ 工事完了届出書兼工事完了検査申請書 
番

号 
項目 内容 縮尺 備考 

内訳 

開 規 

1 
工事完了届出書兼工事

完了検査申請書 
  第９号様式 ○ ○ 

2 開発登録簿の写し    ○  

3 規制法調書の写し     ○ 
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第３ 図面の着色等 

 

（１） 事業区域の境界は、赤色の一点鎖線で、取付道路等当該宅地開発事業に関連

のある工事が行われる区域の境界は、赤色の二点鎖線でそれぞれ表示してくださ

い。 

 

（２） 図面の着色は、次表によってください。 

 
   （表１）位置図、現況図の着色 

    

 

 

 

 

 

 

 
   （表２）公共施設管理者等に関する図面及び土地利用計画図の着色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 切土又は盛土をする土地の部分は、切土は黄、盛土は赤に塗りわけ、「ガケ」

「擁壁」等は高さ及び種別ごとに表示してください。 

 
   （表３）擁壁の着色 

    
 

 

 

       

（※ 義務擁壁以外は着色不要です） 

 

 

第４ その他 

 

 この手引きに定めのないものは、土地利用調整課担当者の指示によること。 

 

 

種別 着色 

既設道路（幅員記入） 
（公道）茶色 

（私道）こげ茶色 

河川・水路 青色 

公園・広場 黄緑色 

緑地 緑色 

 

種別 着色 

公 

共 

施 

設 

道路（幅員記入） 桃色 

公園・広場 黄緑色 

緑地 緑色 

下水道 こげ茶色 

河川・水路 青色 

雨水流出抑制施設 水色 

消防水利施設 

（水防の用に供する貯水施設） 
紫色 

公益的施設用地 うす茶色 

 

種別 着色 

鉄筋コンクリート造擁壁 黒 

石積擁壁 黒（斜線） 
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※ 庁舎は、1 階～10 階は市庁舎です。 

主 管 部 課 名 種   別 庁舎 

学校教育部 学務課 小・中学校の学区及び通学路に関すること。 

10階 学校教育部 施設課 学校用地・施設に関すること。 

生涯学習部 生涯学習総務課 埋蔵文化財に関すること。 

道路部 道路政策課 道路・橋梁の計画に関すること。 

9階 

道路部 道路管理課 

道路構造に関すること。 道路の占用に関すること。道路の自費工

事に関すること。道路・水路の用地に関すること。道路交通安全施設

（反射鏡等）に関すること。駐輪場に関すること。 

道路部 道路維持課 道路照明に関すること。 

道路部 道路整備課 都市計画道路等に関すること（主に事業決定道路）。 

経済観光部 産業政策課 大規模小売店舗立地法に関すること。 

経済観光部 農業振興課 森林伐採に関すること。北部丘陵整備事業に関すること。 

農業委員会事務局 農地転用に関すること。 

都市づくり部 土地利用調整課 

総括窓口（受付）。中高層建築物に関すること。 

町田市福祉のまちづくり総合推進条例に関すること。 

用途地域・地区計画に関すること。生産緑地に関すること。 

公共基準点に関すること。 

8階 

都市づくり部 交通事業推進課 駐車場関連法令に関すること。 

都市づくり部 地区街づくり課 

町田市景観条例に関すること。景観法の届出。 

中心市街地の街づくりに関すること。 

土地区画整理事業に関すること。 

都市づくり部 建築開発審査課 
開発行為及び宅地造成等の許可・違反に関すること。 

建築基準法及び東京都建築安全条例・駐車場条例に関すること。 

都市づくり部 公園緑地課 公園緑地に関すること。 

下水道部 下水道経営総務課 
下水道計画及び施設に関すること。  

受益者負担金に関すること。下水道の使用料に関すること。 

下水道部 下水道整備課 下水道工事に関すること。 

下水道部 下水道管理課 

公共下水道施設の維持・管理に関すること。公共桝（自費工事）に関

すること。排水設備に関すること。調整池及び貯留槽に関すること。

水路の占用、自費工事に関すること。 

いきいき生活部 いきいき総務課 高齢者福祉施設に関すること。 

7階 環境資源部 環境共生課 

騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法、水質汚濁防止法、土壌汚

染対策法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に関

すること。電波障害に関すること。 

保健所 保健総務課 医療施設に関すること。 

総務部 総務課 市境界に関すること。 5階 

防災安全部 防災課 消防水利に関すること。 3階 

財務部 資産税課 固定資産税、都市計画税に関すること。 

2階 子ども生活部 子育て推進課 保育園・幼稚園・認定こども園・地域型保育施設に関すること。 

市民部 市民協働推進課 集会所に関すること。自治会・町内会に関すること。 

市民部 市民課 住居表示・住民登録に関すること。 1階 

環境資源部 ごみ収集課 

        環境政策課 

ごみ集積所に関すること。延床面積 3,000㎡以上の事業用建築物の

事業系廃棄物に関すること。 

バ イ オ

エネル

ギーセ

ンター 

保健所 生活衛生課 墓地等の経営の許可等に関すること。 保健所 

主管部課一覧表 
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所在地：〒194-8520 東京都町田市森野 2-2-22 

 電話：042-722-3111（代表） 
 

 

交通アクセス 

【電車】  

小田急線町田駅 西口から徒歩約 8 分 

JR 横浜線町田駅 中央口・小田急線連絡口から徒歩約 11 分 

【バス】  

「町田市役所市民ホール前」下車、徒歩約 1 分 

平日は町田市民バス「まちっこ」がご利用できます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地：〒194-0202 東京都町田市下小山田町 3160 番地 

 

 

 

 

交通アクセス 

【バス】  

「市立室内プール」下車 

平日は町田市民バス「まちっこ」がご利用できます 

町田市役所 庁舎案内 

市庁舎 【土地利用調整課 土地調整係】 

電話：042-724-4256 

【建築開発審査課 開発審査係】 

電話：042-724-4395 

町田市バイオエネルギーセンター 

【環境資源部 ごみ収集課】 

電話：042-797-7111 
 

来庁の際は、必ず事前に電話

で予約してください 
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町田市宅地開発事業に関する条例  

 

平成１６年６月３０日 

条例第４０号 

都市づくり部土地利用調整課 

注 令和４年３月から改正経過を注記した。 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 宅地開発事業の手続等（第５条―第１９条） 

第３章 都市計画法の規定に基づく開発許可の技術基準（第２０条―第２２

条） 

第４章 公共・公益施設の整備基準（第２３条・第２４条） 

第５章 雑則（第２５条―第３１条） 

第６章 罰則（第３２条・第３３条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」とい

う。）の規定に基づく開発許可の技術基準並びに宅地開発事業の施行に関する

手続及び公共・公益施設の整備基準等を定めることにより、町田市（以下「市」

という。）における無秩序な宅地開発を防止し、安全で良好な市街地の形成を

図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

（１）宅地開発事業 次のいずれかに該当する行為をいう。 

ア法第４条第１２項に規定する開発行為で法第２９条第１項の許可が必要

なもの 

イ宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第２条第２

号に規定する宅地造成又は同条第３号に規定する特定盛土等で同法第１２
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条第１項の許可が必要なもののうち、切土又は盛土をする土地の面積の合

計が５００平方メートルを超えるもの 

（２）公共・公益施設 道路、公園、緑地、広場、下水道施設、雨水流出抑制

施設、消防水利・防災施設、交通安全施設、ごみ集積所、集会所用地、学校

用地、街路灯その他住民の共同の福祉又は利便のために必要な施設をいう。 

（３）道路 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条に規定する道

路をいう。 

（４）事業区域 宅地開発事業を行う土地の区域をいう。 

（５）事業者 宅地開発事業に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約に

よらないで自らその工事を施行する者をいう。 

（６）工事施行者 事業者から宅地開発事業に関する工事を請け負った者又は

その請負工事の下請負者をいう。 

（７）近隣住民 事業区域の近隣に土地を所有する者又は建築物の全部若しく

は一部を占有若しくは所有する者で、町田市規則（以下「規則」という。）

で定める範囲内のものをいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法で使用する用語

の例による。 

（令６条例３４・一部改正） 

（計画等への適合） 

第３条 事業者は、事業区域において道路、公園その他の都市施設に関する都市

計画が定められているときは、宅地開発事業がその計画に適合するよう努める

とともに、その用地の確保について市長と協議しなければならない。 

２ 事業者は、宅地開発事業が次に掲げる計画等に適合するよう配慮しなければ

ならない。 

（１）法第１８条の２第１項の規定により市が定めた都市計画に関する基本的

な方針 

（２）事業区域において町田市住みよい街づくり条例（令和３年１２月町田市

条例第４０号）第８条に規定するまちビジョンその他の街づくりに関する計

画等が定められている場合にあっては、その計画等 

（令４条例１０・一部改正） 

（地区計画の活用等） 

第４条 事業者は、宅地開発事業の施行に際しては、法第１２条の４に規定する

地区計画（以下「地区計画」という。）を活用し、又は建築基準法第６９条に

規定する建築協定（以下「建築協定」という。）を締結するよう努めなければ
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ならない。 

 

第２章 宅地開発事業の手続等 

（標識の設置） 

第５条 宅地開発事業を行おうとする事業者は、規則で定めるところにより、宅

地開発事業の計画（以下「事業計画」という。）の内容を記載した標識を設置

しなければならない。 

２ 事業者は、前項の標識を設置したときは、その日の翌日から起算して５日以

内に規則で定めるところにより、その旨を市長に報告しなければならない。 

（事前相談） 

第６条 前条第１項の標識を設置した事業者は、その日の翌日から起算して５日

以内に規則で定めるところにより、事業計画について市長に事前相談を行わな

ければならない。 

（近隣住民への説明等） 

第７条 事業者は、事業計画について、近隣住民等から説明を求められたときは、

誠意をもって説明しなければならない。 

２ 規則で定める規模の宅地開発事業を行おうとする事業者は、次条に規定する

協議を行う前に、規則で定める方法により、事業計画その他規則で定める事項

を近隣住民に誠意をもって説明するとともに、その理解を得るよう努めなけれ

ばならない。 

３ 前項の規定による説明を行った事業者は、規則で定めるところにより、事業

計画の説明状況その他規則で定める事項を市長に報告しなければならない。 

４ 事業者は、宅地開発事業に係る工事に着手する前に、事業計画その他規則で

定める事項を近隣住民に適切な方法により周知しなければならない。 

（協議） 

第８条 第６条の事前相談を終えた事業者は、法第２９条第１項の許可の申請又

は宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項の許可の申請の前に、公共・

公益施設の整備及び管理等について規則で定めるところにより、市長と協議し

なければならない。 

（令６条例３４・一部改正） 

（協定の締結等） 

第９条 事業者は、前条の協議により合意が成立したときは、速やかに、その合

意の内容について市長と協定を締結しなければならない。 
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２ 市長は、事業者と前項の協定を締結した場合において、当該協定に係る宅地

開発事業が開発行為であるときは、当該事業者に対し、法第３２条第１項の同

意をし、及び同条第２項の規定による協議に合意するものとする。 

（事業計画の公開） 

第１０条 市長は、事業者から第６条の事前相談若しくは第８条の規定による協

議の申請があったとき、又は前条第１項の規定により事業者と協定を締結した

ときは、規則で定めるところにより、当該事前相談、協議又は協定に係る事業

計画の概要を一般の閲覧に供するものとする。 

（工事着手の制限） 

第１１条 事業者及び工事施行者は、第９条第１項（第１４条第２項において準

用する場合を含む。）の協定を締結した後でなければ宅地開発事業に係る工事

に着手してはならない。 

（埋蔵文化財の保護） 

第１２条 事業者は、埋蔵文化財の保護を図るため、町田市教育委員会（以下「教

育委員会」という。）と協議しなければならない。 

２ 事業者は、宅地開発事業の施行に伴い埋蔵文化財を発見したときは、直ちに

工事を停止し、教育委員会と協議しなければならない。 

（工事着手の届出） 

第１３条 事業者は、宅地開発事業に係る工事に着手したときは、規則で定める

ところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。 

（変更の協議） 

第１４条 事業者は、第９条第１項の協定を締結した後、当該協定に係る事業計

画を変更しようとするときは、あらかじめ、市長と協議しなければならない。 

２ 第８条から第１０条までの規定は、前項の規定による協議について準用する。 

（中間検査） 

第１５条 事業者は、市長が必要と認めた宅地開発事業について、当該宅地開発

事業に係る工事の中間検査を受けなければならない。 

２ 事業者は、前項の中間検査を受けようとする１０日前までに、規則で定める

ところにより、市長に中間検査の申請をしなければならない。 

（工事完了の検査） 

第１６条 事業者は、宅地開発事業に係る工事を完了したときは、次項に規定す

る検査を受けようとする１０日前までに、規則で定めるところにより、その旨

を市長に届け出、かつ、工事完了検査の申請をしなければならない。 



- 30 - 

２ 市長は、前項の規定による届出及び工事完了検査の申請があったときは、当

該工事が第９条第１項の協定の内容に適合しているかどうかについて検査し、

その検査の結果当該工事が当該協定の内容に適合していると認めたときは、規

則で定めるところにより、その旨を当該事業者に通知するものとする。 

（公共・公益施設の管理及びその用に供する土地の帰属） 

第１７条 宅地開発事業の施行により設置された公共・公益施設は、前条第２項

の規定による通知の日（宅地開発事業が開発行為であるときは、法第３６条第

３項の規定による公告の日。次項において同じ。）の翌日において、市の管理

に属するものとする。 

２ 前項の規定により市が管理する公共・公益施設の用に供する土地は、前条第

２項の規定による通知の日の翌日において、市に帰属するものとする。 

３ 前２項の場合において、法律に定めがあるとき、又は第８条の協議により別

段の定めをしたときは、その定めるところによる。 

４ 事業者は、前条第２項の規定による検査の前までに、第１項の規定により市

が管理する公共・公益施設の管理及びその用に供する土地の帰属に必要な書類

を市長に提出し、かつ、所要の手続を完了しておかなければならない。 

５ 事業者は、第８条の協議により事業者が管理する公共・公益施設があるとき

は、当該公共・公益施設が有効かつ適切に機能するよう維持管理に努めなけれ

ばならない。この場合において、当該公共・公益施設が調整池であるときは、

当該調整池を管理する事業者は、その管理について市長と協定を締結しなけれ

ばならない。 

６ 事業者は、前項の公共・公益施設の管理業務をその用に供する土地の買受人

に移管するときは、当該公共・公益施設の維持管理に関する事項を買受人に引

き継がなければならない。 

（宅地開発事業の廃止） 

第１８条 第９条第１項の協定を締結した事業者は、当該協定に係る宅地開発事

業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出るとともに、近隣住民

に適切な方法により周知しなければならない。 

（事業者の承継） 

第１９条 第９条第１項の協定を締結した事業者の相続人その他の一般承継人

は、被承継人が有していた当該協定に基づく地位を承継する。この場合におい

て、当該地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を書面により市長に届け出な

ければならない。 

２ 第９条第１項の協定を締結した事業者から当該協定に係る宅地開発事業に

関する権原を取得した者は、市長の承認を受けて、当該協定を締結した事業者
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が有していた当該協定に基づく地位を承継することができる。 

 

第３章 都市計画法の規定に基づく開発許可の技術基準 

（道路） 

第２０条 法第３３条第３項の規定に基づく技術的細目において定められた制

限の強化のうち、住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為において開発区

域内に整備される小区間で通行上支障がない場合の道路の幅員の最低限度は、

次の各号に掲げる道路の延長に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、

この条の規定をそのまま適用することが適当でないと市長が認めたときは、こ

の条の規定によらないことができる。 

（１）道路の延長が３５メートル以下である場合 ４．５メートル 

（２）道路の延長が３５メートルを超え１２０メートル以下である場合 ５メ

ートル 

（３）道路の延長が１２０メートルを超える場合 ６メートル 

（公園等） 

第２１条 法第３３条第３項の規定に基づく技術的細目において定められた制

限の強化のうち、設置すべき公園、緑地又は広場（以下「公園等」という。）

の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度は、６パーセントとし、

かつ、設置すべき公園等の１箇所当たりの面積の最低限度は、別表第１のとお

りとする。 

（開発区域内の建築物の敷地面積の最低限度） 

第２２条 法第３３条第４項の規定に基づく開発区域内において予定される建

築物の敷地面積の最低限度は、予定される建築物が主として住宅の建築の用に

供する場合においては、別表第２のとおりとする。ただし、地区計画又は建築

協定において建築物の敷地面積の最低限度が定められているときは、この限り

でない。 

２ 前項の規定中別表第２の市街化調整区域に係る部分は、自己の居住の用及び

自己の業務の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為につ

いては、適用しない。 

３ 予定される建築物の敷地が第１項の規定による制限の異なる地域又は区域

にわたるときは、その敷地の全部について、その敷地の過半の属する地域又は

区域に関する規定を適用する。 

 

第４章 公共・公益施設の整備基準 
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（公共・公益施設の整備） 

第２３条 事業者は、宅地開発事業の施行に際しては、前章に定めるもののほか、

次の各号に掲げる公共・公益施設について、それぞれ当該各号に定める基準に

適合するよう整備しなければならない。ただし、宅地開発事業が開発行為でな

いときは、第２０条、第２１条並びにこの条第１項第１号ア、ウ及びエ並びに

第２号の規定を除く。 

（１）道路 次に掲げる事項を基本として、規則で定めるところにより、整備

すること。ただし、この号の規定をそのまま適用することが適当でないと市

長が認めたときは、この号の規定によらないことができる。 

ア両端が他の道路に接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及

び通行の安全上支障がないと認め、かつ、自動車の転回広場が設けられて

いるときは、袋路状道路（その一端のみが他の道路に接続したものをいう。）

とすることができる。 

イ事業区域に隣接する道路は、拡幅すること。 

ウ道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所は、角地の

隅角をはさむ二等辺三角形の部分を道路に含むすみ切りを設けること。 

エ開発区域内の主要な道路又は開発区域に隣接する道路と接続する開発区

域外の道路は、所定の幅員を確保すること。 

（２）公園等 平坦
へいたん

なものとすること。ただし、地形等によりやむを得ないと

市長が認めたときは、開発区域の面積のうちに平坦
へいたん

な部分の面積の合計の占

める割合を３パーセント以上とすること。また、出入口には、原則として段

差を設けてはならないこと。 

（３）下水道施設 下水の排除方式を分流式とするとともに、次に掲げる基準

により整備すること。 

ア公共下水道事業計画区域内にあっては、排水処理可能な地点まで整備する

こと。ただし、地域の状況によりやむを得ないと市長が認めるときは、こ

の限りでない。 

イ公共下水道事業計画区域外にあっては、市長と協議の上、適切に処理する

こと。 

（４）雨水流出抑制施設 雨水排水について、総合治水対策及び地下水位の維

持に配慮し、雨水浸透施設、調整池又は調整機能を有する施設を設置するこ

と。 

（５）消防水利・防災施設 災害に備え、消防の用に供するため、消火栓及び

防火水槽を設置すること。また、防災施設については、市長と協議の上、整

備すること。 
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（６）交通安全施設 宅地開発事業の施行により設置する道路及び事業区域に

隣接する道路において、交通事故の防止を図るため、市長が別に定めるとこ

ろにより、防護柵
さく

、照明施設、道路反射鏡、路面標示その他の交通安全施設

を設置すること。 

（７）ごみ集積所 町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例（平成

５年９月町田市条例第２８号）の規定により、ごみ集積所を設置すること。 

（８）集会所用地 計画宅地数１００宅地以上の宅地開発事業にあっては、地

域活動に供するため、計画宅地数１宅地当たり１平方メートルとして算定し

た面積（当該面積が用途地域、地区計画又は建築協定に定める敷地面積の最

低限度に満たないときは、その最低限度の面積）以上の集会所用地を確保す

ること。 

（９）学校用地 計画戸数（事業区域内において予定される建築物（集合住宅

にあっては、人の居住の用に供する部分）の数をいう。）１，０００戸以上

の宅地開発事業にあっては、市長と協議の上、学校用地を確保すること。 

（１０）街路灯 夜間における防犯に配慮し、通行の安全を確保するため、市

長が別に定めるところにより、街路灯を設置すること。 

２ 前項各号に定めるもののほか、公共・公益施設の整備に関し必要な技術的細

目は、規則で定める。 

３ 事業者は、宅地開発事業の施行により整備する公共・公益施設が町田市福祉

のまちづくり総合推進条例（平成５年１２月町田市条例第４２号）第２条第４

号に規定する特定都市施設に該当するときは、同条例第２８条及び同条例第３

１条の規定を遵守しなければならない。 

（平１９条例３０・平２４条例２９・一部改正） 

（既存の公共・公益施設についての整備の特例） 

第２４条 土地区画整理事業の施行区域、旧住宅地造成事業に関する法律（昭和

３９年法律第１６０号）第４条の認可を受けた住宅地造成事業の施行区域又は

既に宅地開発事業の行われた区域内において宅地開発事業を行おうとする場

合においては、既に行われたそれらの事業により整備された道路、公園、調整

池等の公共・公益施設が前章及びこの章に定める基準に適合し、かつ、その必

要がないと市長が認めたときは、新たにそれらの公共・公益施設を整備するこ

とを要しないものとする。 

 

第５章 雑則 

（適用除外） 

第２５条 この条例の規定は、地方公共団体その他これに準ずる法人が行う宅地
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開発事業で市長が認めたものについては、適用しない。 

（令４条例１０・一部改正） 

（勧告） 

第２６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、工事の停止その他

必要な措置をとることを勧告することができる。 

（１）第７条第１項及び第２項の規定に違反して、事業計画について誠意をも

って説明しなかった事業者 

（２）第９条第１項の協定の内容と異なる宅地開発事業を行った事業者又は工

事施行者 

（是正命令） 

第２７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、工事その他の行為

の停止を命じ、又は相当の期限を定めて違反を是正するための必要な措置をと

ることを命ずることができる。 

（１）第１１条の規定に違反して、市長と第９条第１項の協定を締結せずに宅

地開発事業に係る工事に着手した事業者又は工事施行者 

（２）偽りその他不正な手段により市長と第９条第１項の協定を締結した事業

者 

（報告等の徴収及び立入調査） 

第２８条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は工事施行

者に対し、宅地開発事業の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は

その職員に、宅地開発事業の区域内に立ち入り、宅地開発事業の状況若しくは

近隣住民に及ぼす影響について調査させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解してはならない。 

（公表） 

第２９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の氏名又は名称、違反の事

実その他規則で定める事項を公表することができる。 

（１）第２６条の規定による勧告を受けた者 

（２）第２７条の規定による市長の命令を受けた者 

（３）前条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽

の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨
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げ、若しくは忌避した事業者又は工事施行者 

２ 市長は、前項第１号に規定する者について、同項の規定により公表しようと

するときは、あらかじめ、その事業者又は工事施行者に意見を述べる機会を与

えなければならない。 

（許可等への配慮） 

第３０条 市長その他市の機関は、事業者が宅地開発事業を行うことについて法

令等の規定により許可等を要することとされている場合において、その許可等

の権限を有するときは、その許可等を行うに当たり第９条第１項の協定等の内

容について配慮するものとする。 

（委任） 

第３１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第６章 罰則 

第３２条 第２７条の規定による市長の命令に違反した者は、６月以下の懲役又

は５０万円以下の罰金に処する。 

第３３条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する

ほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。 

（平成１６年１２月規則第７３号で、同１６年１２月２０日から施行） 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前において、法第２９条第１項の許可の申請若しくは宅

地造成等規制法第８条第１項の許可の申請を行った宅地開発事業又は町田市

宅地開発指導要綱（平成６年４月１日施行）第４の規定に基づく協議願を提出

した宅地開発事業については、この条例の規定は、適用しない。 

附 則（平成１９年６月２９日条例第３０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年７月１日から施行する。 

（経過措置） 



- 36 - 

２ この条例による改正後の町田市宅地開発事業に関する条例の規定は、この条

例の施行の日以後に都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項

の許可の申請又は宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第８条第１

項の許可の申請のあった宅地開発事業に適用し、この条例の施行の日前に許可

の申請のあった宅地開発事業については、なお従前の例による。 

附 則（平成２４年３月３０日条例第２９号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、第２３条第３項の改

正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日条例第１０号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 町田市住みよい街づくり条例（令和３年１２月町田市条例第４０号）附則第

５項の規定によりなお従前の例によることとされる開発等に該当する宅地開

発事業については、なお従前の例による。この場合において、第１条の規定に

よる改正前の町田市宅地開発事業に関する条例第２５条第２項中「町田市住み

よい街づくり条例第２４条に規定する早期周知による街づくりの対象となる

開発等」とあるのは「町田市住みよい街づくり条例附則第５項の規定によりな

お従前の例によることとされる開発等」と、「同条例第２５条第２項の規定に

より」とあるのは「当該開発等に係る」とする。 

附 則（令和６年６月２８日条例第３４号） 

この条例は、令和６年７月３１日から施行する。 
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別表第１（第２１条関係） 

開発区域の面積 
公園等の１箇所当たりの 

面積の最低限度 

０．３ヘクタール以上１ヘクタール未満 １８０平方メートル 

１ヘクタール以上３ヘクタール未満 ３００平方メートル 

３ヘクタール以上２０ヘクタール未満 １箇所は１，０００平方メートル、 

その他は３００平方メートル 

 

別表第２（第２２条関係） 

開発区域の 

面積 
地域又は区域 敷地面積の最低限度 

１，０００平方

メートル未満 

第一種低層住居専用地域、第二種低

層住居専用地域、市街化調整区域 

１２０平方メートル 

その他の地域 １００平方メートル 

１，０００平方

メートル以上

３，０００平方

メートル未満 

第一種低層住居専用地域、第二種低

層住居専用地域、市街化調整区域 

１２５平方メートル 

その他の地域 １００平方メートル 

３，０００平方

メートル以上 

第一種低層住居専用地域、第二種低

層住居専用地域、市街化調整区域 

１３０平方メートル 

その他の地域 １００平方メートル 
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町田市宅地開発事業に関する条例施行規則  

 

平成１６年１２月１日 

規則第７４号 

都市づくり部土地利用調整課 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、町田市宅地開発事業に関する条例（平成１６年６月町田市

条例第４０号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（用語） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によ

る。 

（近隣住民の範囲） 

第３条 条例第２条第１項第７号の規則で定める範囲は、次に掲げる範囲とする。 

（１）事業区域の境界線からの水平距離が当該事業区域内において建築が予定さ

れている建築物（以下「予定建築物」という。）の高さに相当する距離の２倍

以内の範囲 

（２）事業区域の境界線からの水平距離が５０メートル以内の範囲 

（３）前２号に掲げるもののほか、事業区域の存する地域の自然的、社会的条件

の特殊性を勘案し、事業者と協議した上、市長が指定した範囲 

２ 前項第１号の建築物の高さは、地盤面（建築基準法施行令（昭和２５年政令

第３３８号）第２条第２項に規定する地盤面をいう。以下この項において同

じ。）からの高さとする。ただし、地盤面が複数存するときは、それぞれの地

盤面からの高さのうち、最高の高さとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長は、事業区域の存する地域の自然的、社会

的条件の特殊性を勘案し、特に必要がないと認めたときは、当該必要がないと

認めた範囲を除くことができる。 

（標識の設置） 

第４条 条例第５条第１項の標識は、宅地開発事業のお知らせ（第１号様式）に

よるものとする。 

２ 前項の標識は、事業区域が道路に接する部分（２以上の道路に接するときは、

それぞれの道路に接する部分）に、地面から標識の下端までの高さがおおむね
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１メートルとなるように設置しなければならない。 

３ 第１項の標識の設置期間は、町田市都市計画法に規定する開発行為等の規制

に係る施行細則（平成１２年３月町田市規則第４４号）第７条第１項に規定す

る開発許可標識又は宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１

号）第４９条に規定する標識を設置するまでとする。 

４ 事業区域の面積が３，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未

満の宅地開発事業を行おうとする事業者は、条例第８条の規定による協議を申

請する日の１４日前までに第１項の標識を設置しなければならない。 

５ 事業者は、第１項の標識に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに、

当該標識の記載内容を変更し、その旨を市長に報告しなければならない。 

６ 条例第５条第２項及び前項の規定による報告は、標識設置（変更）届出書（第

２号様式）に事業区域に設置された標識の写真を添付して、これを市長に提出

して行わなければならない。 

（平２５規則１１・令６規則３３・一部改正） 

（事前相談） 

第５条 条例第６条の事前相談は、計画概要書（第３号様式）に次に掲げる図書

を添付して、これを市長に提出して行わなければならない。 

（１）位置図 

（２）公図の写し 

（３）事業区域の土地及び当該事業区域に隣接する土地（以下「隣接地」という。）

の登記簿の全部事項証明書その他の地番、地目、地積及び権利者が確認できる

図書 

（４）現況図 

（５）土地利用計画図 

（６）造成計画平面図及び断面図 

（７）現況写真 

（８）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの 

（平２５規則１１・一部改正） 

（住民説明を要する宅地開発事業の規模） 

第６条 条例第７条第２項の規則で定める規模は、事業区域の面積が３，０００

平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のものとする。 

（近隣住民への説明等） 

第７条 条例第７条第２項の規則で定める方法は、説明会又は戸別訪問のいずれ



 

- 40 - 

かによるものとする。 

２ 事業者は、前項の説明会を開催するときは、その開催日の５日前までに近隣

住民に通知しなければならない。ただし、この期間内に近隣住民に通知できな

いことにつき正当な理由があると市長が認めたときは、この限りでない。 

（説明又は周知を要する事項） 

第８条 条例第７条第２項及び第４項の規則で定める事項は、次に掲げる事項と

する。 

（１）工事の施行内容 

（２）土砂等の搬出入計画 

（３）工事施行時の安全の確保（交通安全対策を含む。）及び災害防止対策 

（４）工事施行時の周辺の環境への配慮 

（５）工事予定期間 

（報告） 

第９条 条例第７条第３項の規定による報告は、住民説明報告書（第４号様式）

を提出して行わなければならない。 

２ 条例第７条第３項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）説明を要する近隣住民の範囲及び名簿 

（２）説明した事項及び使用した資料 

（３）事業計画についての近隣住民の要望及び意見 

（４）近隣住民の要望及び意見についての事業者の回答及び見解 

（平２５規則１１・一部改正） 

（近隣住民への周知の特例） 

第１０条 事業区域の面積が３，０００平方メートル未満の宅地開発事業を行お

うとする事業者は、隣接地以外の土地を所有する者に対し、条例第７条第４項

の規定による周知を行うことを要しない。 

（平２５規則１１・一部改正） 

（協議の申請） 

第１１条 条例第８条の規定による協議の申請は、協議申請書（第５号様式）に、

別表第１の定めるところにより作成した図書のうち、市長が必要と認めるもの

を添付して、これを市長に提出して行わなければならない。 

２ 前項の申請に係る事業区域の隣接地を市が所有している場合において、事業

区域の土地と市が所有する土地との境界が確定していないときは、同項の申請
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をすることができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。 

３ 第１項の申請をした者は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」

という。）第３２条第１項及び第２項の規定による協議の申出をしたものとみ

なす。 

（平２５規則１１・一部改正） 

（事業計画の公開） 

第１２条 条例第１０条の規定により一般の閲覧に供する事業計画の概要は、計

画概要書及び添付図書、協議申請書及び添付図書並びに条例第９条第１項の規

定により事業者との間で締結した協定書とする。 

２ 前項に規定する図書を一般の閲覧に供する場所は、都市づくり部土地利用調

整課とする。 

３ 第１項に規定する図書を一般の閲覧に供する期間は、次の各号に掲げる図書

の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 

（１）計画概要書及び添付図書 当該宅地開発事業に係る前条第１項の協議申請

書が提出されるまでの間 

（２）前号に規定する図書以外の図書 当該閲覧に供する図書に係る宅地開発事

業について条例第１６条第２項の規定により市長が通知するまでの間 

（平２０規則１９・平２４規則９・平２５規則１１・令６規則３３・一部改正） 

（工事着手の届出） 

第１３条 条例第１３条の規定による工事着手の届出は、工事着手届出書（第６

号様式）を提出して行わなければならない。 

（変更の協議） 

第１４条 条例第１４条の規定による変更の協議は、変更協議申請書（第７号様

式）を提出して行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、軽微な変更については、変更報告書（第７号様式

の２）により市長に報告して行うものとする。 

（平２５規則１１・一部改正） 

（中間検査の申請） 

第１５条 条例第１５条第２項の規定による中間検査の申請は、中間検査申請書

（第８号様式）を提出して行わなければならない。 

（工事完了の検査） 

第１６条 条例第１６条第１項の規定による届出及び工事完了検査の申請は、工

事完了届出書兼工事完了検査申請書（第９号様式）を提出して行わなければな
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らない。 

（検査結果の通知） 

第１７条 市長は、法第３６条第２項又は宅地造成及び特定盛土等規制法第１７

条第２項の規定による検査済証の交付をもって、条例第１６条第２項の規定に

よる通知に代えることができる。 

（令６規則３３・一部改正） 

（宅地開発事業の廃止の届出） 

第１８条 条例第１８条の規定による届出は、宅地開発事業廃止届出書（第１０

号様式）を提出して行わなければならない。 

２ 条例第１８条及び前項の規定は、条例第８条の規定による協議を申請した後

でまだ条例第９条第１項の協定を締結していない事業者が当該協議に係る宅

地開発事業を廃止した場合について準用する。 

（事業者の承継） 

第１９条 条例第１９条第１項の規定による届出は、地位の承継届出書（第１１

号様式）を提出して行わなければならない。 

２ 条例第１９条第２項の規定による承認を受けようとする者は、地位の承継承

認申請書（第１２号様式）を提出して申請しなければならない。 

（道路の整備基準） 

第２０条 条例第２３条第１項第１号の道路は、次に掲げる基準により整備しな

ければならない。 

（１）事業区域に隣接する道路は、別表第２の左欄に掲げる宅地開発事業の種類

に応じ、それぞれ同表の右欄に定める幅員を確保し、道路状に整備すること。 

（２）道路を交差し、又は接続させようとする場合は、その角度は、できる限り

直角に近い角度とすること。 

（３）すみ切りの設置基準は、道路法（昭和２７年法律第１８０号）その他の法

令に定めるところによること。 

２ 前項第１号の規定は、交通の安全及び円滑を確保するため特に市長が必要と

認める公共用地について準用する。 

（平２５規則１１・一部改正） 

（雨水流出抑制施設の設置基準） 

第２１条 条例第２３条第１項第４号の雨水流出抑制施設は、次に掲げる基準に

より設置しなければならない。 

（１）放流先の排水能力を勘案して、５年に１回の確率で想定される降雨強度値
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以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量の雨水を一時的に貯留し、又は

地下に浸透させる機能を有すること。 

（２）雨水流出抑制施設の設置に当たっては、事業区域内に設置された雨水浸透

施設等が当該雨水浸透施設等に係る宅地開発事業について条例第１６条第２

項の規定により市長が通知した後、建築物等の建築の際に支障を及ぼすものと

して撤去され、その機能が損なわれることのないよう適正に配置しなければな

らないこと。また、地盤の安定を損なうおそれのある擁壁の背面等に設置する

ことは、避けなければならないこと。 

（３）雨水を排除することができる下水道が既に整備された区域における宅地開

発事業にあっては、第１号の計画雨水量の雨水が当該下水道に流入した場合に

当該下水道が排除することができる雨水の量を上回る雨水を一時的に貯留し、

又は地下に浸透させる機能を有する施設を事業区域内に設置しなければなら

ないこと。 

（消防水利・防災施設の設置基準） 

第２２条 条例第２３条第１項第５号の消火栓及び防火水槽は、消防水利の基準

（昭和３９年消防庁告示第７号）に定めるもののほか、次に掲げる基準により

設置しなければならない。 

（１）消火栓にあっては、市長と協議し、必要な基数を設置することとし、その

設置方法については、水道事業者と協議すること。ただし、事業区域の面積が

０．３ヘクタール未満又は事業区域内に埋設する配水管の直径が７５ミリメー

トル未満の宅地開発事業については、消火栓は、設置することを要しない。 

（２）防火水槽にあっては、別表第３の左欄に掲げる事業区域の面積に応じ、そ

れぞれ同表の中欄に定める容量（２基以上の防火水槽を設置する場合において

は、その容量の合計）を同表の右欄に定める基数設置すること。 

２ 周辺における既存の防災施設の整備の状況及び事業計画の内容から判断し

て公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないと市

長が認めた宅地開発事業については、防災施設は、整備することを要しない。 

（平２５規則１１・一部改正） 

（街路灯の設置基準） 

第２３条 条例第２３条第１項第１０号の街路灯は、別表第４に定めるところに

より設置しなければならない。 

（平２４規則７８・全改、平２５規則１１・一部改正） 

（身分証明書） 

第２４条 条例第２８条第２項の証明書の様式は、身分証明書（第１３号様式）

のとおりとする。 
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（公表） 

第２５条 条例第２９条第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）公表される者の住所（法人にあっては主たる事務所の所在地） 

（２）公表に係る宅地開発事業の概要 

（３）公表に至った経緯 

 

附 則 

この規則は、条例の施行の日（平成１６年１２月２０日）から施行する。 

附 則（平成２０年３月２７日規則第１９号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日規則第９号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年９月２８日規則第７８号） 

この規則は、平成２４年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２５年２月２８日規則第１１号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年９月３０日規則第６３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存す

るものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（令和６年７月３０日規則第３３号） 

この規則は、令和６年７月３１日から施行する。 
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別表第１（第１１条関係） 

（平２５規則１１・全改、令３規則６３・一部改正） 

番号 図書の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 

（１） 委任状 申請の委任者及び受任者の住

所、氏名、事業区域の地名及

び地番、委任日、委任の内容

等 

 代理人に委任しな

い場合は、要しな

い。 

（２） 地番表 事業区域内及び隣接地の町

名、地番、地目、登記簿上の

地積並びに所有権等の権利者

の住所及び氏名 

 地番の若いものか

ら順に明記するこ

と。条例第２条第

１号イに規定する

もの（以下この表

において「宅地造

成」という。）の

場合は、要しない。 

（３） 設計説明書 設計の方針、土地の利用現況、

土地の利用計画、公共施設（法

第４条第１４項の公共施設を

いう。以下同じ。）の整備計

画等 

 宅地造成の場合

は、要しない。 

（４） 申請者の身分を証する書

面又はその写し 

申請者の住民票（法人の場合

は、法人の登記簿の現在事項

全部証明書及び資格証明書） 

 写しの場合は、原

本を提示するこ

と。 

（５） 事業区域の土地及び隣接

地の登記簿の全部事項証

明書その他の地番、地目、

地積及び権利者が確認で

きる図書 

   

（６） 事業区域の土地及び事業

区域と隣接地の境界（市

以外の者が所有する公共

用地との境界に限る。）

が確認できる図書 

事業区域の位置  写しの場合は、原

本を提示するこ

と。 

（７） 位置図 事業区域の位置 １／２，

５００程

度 

規模に応じてわか

りやすい縮尺とす

ること。 

（８） 区域図 事業区域、行政界等町字の境

界、都市計画区域界並びに土

地の地番及び形状 

１／５０

０以上 

実測地形図に公図

の各筆を割り込ん

だ上、表示するこ

と。 
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（９） 公図の写し 方位、事業区域及び隣接地の

地番並びに事業区域等の位置 

原本と同

縮尺 

転写場所、転写日

及び転写者氏名を

記入すること。 

申請日の３か月以

内に交付され、又

は転写したもので

あること。 

（１０） 事業区域における公共施

設管理者等に関する図面 

廃止し、又は変更される従前

の公共施設、新設の公共施設

及びそれらを重ね合わせたも

のの位置及び形状（それぞれ

の図面に公共施設の管理者、

用地の所有者及び帰属先がわ

かる表を記入すること。）並

びにそれらに関する求積図及

び求積表 

１／５０

０以上 

宅地造成の場合

は、市長が必要と

認めたとき。 

（１１） 現況図 地形、事業区域の境界並びに

区域内及び周辺の公共施設、

建物、工作物等の位置 

１／５０

０以上 

公共用地の境界点

及び境界辺長を記

入すること。 

（１２） 土地利用計画図 事業区域の境界、公共施設の

位置及び形状、予定建築物の

敷地の形状、敷地に係る予定

建築物の用途並びに公益的施

設の位置 

１／５０

０以上 

敷地の形状には、

街区番号、辺長、

敷地の境界、番号、

面積、計画高、予

定建築物の配置等

を明示すること。 

公共施設以外の土

地利用ごとの求積

図及び求積表を添

付すること。 

（１３） 造成計画図 事業区域の境界、切土工及び

盛土工の部分、がけ及び擁壁

の位置並びに道路の位置、幅

員及び勾配 

１／５０

０以上 

実測地形図に、宅

地道路等の計画等

を明示すること。 

（１４） 造成計画断面図 切土工及び盛土工の前後の地

盤面、標高線、在来地盤線、

擁壁の位置及び高さ、排水施

設の位置、法面の勾配等 

１／５０

０以上 

隣接地の状態がわ

かるようにするこ

と。 

（１５） 道路計画図、縦横断面図

及び施設構造図 

現地地盤高、計画高、道路幅

員、道路延長、道路勾配、舗

装構造等 

１／５０

０以上 

平面図については

造成計画図と併用

してもよい。 

（１６） 排水施設計画平面図 排水区域界並びに排水施設の

位置、種類、材料、形状、内

法寸法、勾配、水の流れの方

１／５０

０以上 

流量計算書を添付

すること。 
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向、吐口の位置及び放流先の

名称、関係する地下埋設物の

状況 

（１７） 排水施設計画縦断面図 在来地盤高、計画地盤高、計

画土被、勾配、計画管底高、

管径、管種等 

V＝１／

１００ 

H＝１／

５００ 

以上 

 

（１８） 排水施設構造図 人孔構造図、排水ます等の施

設構造図 

  

（１９） 給水施設計画図 給水施設の位置、形状、内法

寸法、取水方法及び消火栓 

１／５０

０以上 

排水施設計画平面

図に取りまとめて

もよい。 

（２０） 公園緑地施設計画図 公園計画平面図、植栽計画及

び公園遊具等構造図 

 宅地造成の場合

は、要しない。 

（２１） 雨水流出抑制施設計画図 雨水流出抑制施設の位置、構

造及び調書等 

１／５０

０以上 

計算書を添付する

こと。 

（２２） その他公共施設計画図 消防水利施設計画等   
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別表第２（第２０条関係） 

（平２５規則１１・旧別表第３繰上） 

宅地開発事業の種類 隣接する道路の幅員 

条例第２条第１項第１号ア

に規定するもの（自己の居住

の用に供する目的で行うも

のを除く。） 

道路中心線から水平距離３メートル以上。ただ

し、当該道路がその中心線からの水平距離３メー

トル未満でがけ地、水路、線路敷地その他これら

に類するものに沿う場合においては、当該がけ地

等の道路の側の境界線から道路の側に水平距離

６メートル以上 

条例第２条第１項第１号ア

に規定するもの（自己の居住

の用に供する目的で行うも

のに限る。）、条例第２条第

１項第１号イに規定するも

の及び第２０条第２項にお

いて準用する道路に係るも

の 

道路中心線から水平距離２メートル以上。ただ

し、当該道路がその中心線からの水平距離２メー

トル未満でがけ地、水路、線路敷地その他これら

に類するものに沿う場合においては、当該がけ地

等の道路の側の境界線から道路の側に水平距離

４メートル以上 

 

 

別表第３（第２２条関係） 

（平２５規則１１・旧別表第５繰上） 

事業区域の面積 防火水槽の容量 設置基数 

０．３ヘクタール以

上 

１ヘクタール未満 

４０立方メートル １ 

１ヘクタール以上 

４ヘクタール未満 

１００立方メートル １以上で市長と協

議の上、定めた基数 

４ヘクタール以上 １４０立方メートルに４ヘクター

ルを超え１ヘクタール増すごとに

４０立方メートルを加えて得た容

量 

１以上で市長と協

議の上、定めた基数 
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別表第４（第２３条関係） 

（平２４規則７８・追加、平２５規則１１・旧別表第６繰上、令６規則

３３・一部改正） 

 

道路幅員 
（歩道を含む。） 灯具 ワット数 間隔 設置方法 

１６メートル以

上 

LED灯 ６０ワット以上

又は７，０００ 

ルーメン以上 

（１） 直路 交差

点又は既設灯を起

点として、２０メ

ートル以上５０メ

ートル未満 

（２） 曲路及び交

差点付近 状況に

より設置 

（３） 行き止まり

付近 行き止まり

から１０メートル

以上 

電柱に共

架できる

ものは共

架とし、そ

れ以外は

単独柱と

する。 

１２メートル以

上１６メートル

未満 

８メートル以上

１２メートル未

満 

３０ワット以上

又は３，２００ 

ルーメン以上 

６メートル以上

８メートル未満 

１８ワット以上

又は２，２００ 

ルーメン以上 

３メートル以上

６メートル未満 

９ワット以上 

又は１，０００ 

ルーメン以上 

３メートル未満 ４ワット以上 

又は６００ 

ルーメン以上 

状況により設置 



第１号様式（第４条関係）

（縦９０センチメートル以上、横９０センチメートル以上）

標 識 設 置 年 月 日 年　　月　　日

予 定 建 築 物

氏名

電話

電話

　　　　（　　　）

住所

　　　　（　　　）

計画についての問い合わせは、下記へご連絡ください。

　　　　（　　　）

電話 　　　　（　　　）

宅 地 数 又 は 戸 数

電話

許 可 番 号
許 可 年 月 日

開発行為　        第　　号　　年　月　日
宅地造成　        第　　号　　年　月　日

設 計 者

住所

氏名

宅地開発事業のお知らせ

氏名

氏名

　　　年　　月　　日から
　　　年　　月　　日まで

㎡　　

住所

※　この標識は、町田市宅地開発事業に関する条例第５条第１項の規定により設置
　するものです。
※　この事業計画の概要については、町田市宅地開発事業に関する条例第６条の規
　定による事前相談後に、町田市役所都市づくり部土地利用調整課において閲覧す
　ることができます。また、開発行為の許可後は、都市計画法第４７条第５項の規
　定により開発登録簿を閲覧することができます。

工 事 予 定 期 間

事業区域の地名及び地番

事 業 区 域 の 面 積

　　　電　話　　　　　　（　　　）

　　　連絡先

事 業 者

工 事 施 行 者

工 事 現 場 管 理 者



第２号様式（第４条関係）

係 員 係 長 課 長 参 事 部 長

町田市長　　　　　　　　　　　　　様

住　　所

氏　　名

電　　話 (　  　)

（代理人）住　　所

氏　　名

電　　話 (　  　)

　　　電話番号

（住所）
（氏名）
（電話）　　　　（　　　）

添 付 図 書  □案内図　　□標識設置位置図　　□設置写真（遠景及び近景）

　　年　　　月　　　日

事業区域の地名及び地番

（事業者）

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名

標　識　設　置（変　更）届　出　書

　下記の宅地開発事業に係る標識を　　年　　月　　日に設置（変更）したので、町田市宅地開
発事業に関する条例第５条第２項（町田市宅地開発事業に関する条例施行規則第４条第５項）の
規定により、次のとおり届け出ます。

　 備考　変更の届出の場合は、変更した部分を朱書きにしてください。

宅 地 数 又 は 戸 数

事 業 区 域 の 面 積

事 業 者
（住所）
（氏名）
（電話）　　　　（　　　）

予 定 建 築 物

　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

設 計 者



第３号様式（第５条関係）

　　　　　　　年　　　月　　　日

　町田市

住 所 電話 　（　　　）

氏 名

住 所 電話 　（　　　）

氏 名

（用 途） 　（高 さ） ｍ　

（宅地数及び宅地面積） ㎡ ～ ㎡　

（ 計 画 説 明 ）道路、雨水、汚水等について

造成協力地の
面積

事 業 区 域 の 面 積

宅地開発事業の目的

　　／　　　％

（実 測）　　　　　㎡（全体・実測）　　　　㎡

宅地

計  画  概  要  書

事 業 者

代 理 人

事 業 区 域 の
地 名 及 び 地 番

提 出 年 月 日

添 付 図 書

 □位置図　□公図の写し
 □事業区域の土地及び隣接地の登記簿の全部事項証明書等
 □現況図　□土地利用計画図　□造成計画平面図、断面図
 □現況写真　□その他（　　　　　　　　）

都 市 計 画 施 設 等

予 定 建 築 物

用 途 地 域 ・ 地 区

地区計画・建築協定

建ぺい率・容積率

係　員 係　長 課　長



第４号様式（第９条関係） （第１面）

係 員 係 長 課 長 参 事 部 長

　　年　　　月　　　日

町田市長　　　　　　　　　　　　　様

事 業 者

　 住　　所

氏　　名

電　　話 （　　  　）

　　　電話番号

　
備考　説明を要する近隣住民の範囲及び説明に使用した資料を添付してください。

出 席 者 数

説 明 事 項

主催者側　　　人　　　　近隣住民等　　　人

（住　所）

（氏　名）

宅地開発事業の名称

説 明 方 法

住 民 説 明 報 告 書

会 場

　町田市宅地開発事業に関する条例第７条第３項の規定により、事業計画の説明状況等に
ついて、次のとおり報告します。

※説明会を開催した場合の会場名

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名

説 明 者

事 業 区 域 の
地 名 及 び 地 番

説 明 日 時

 □説明会　　　　　□戸別訪問



（第２面）

近隣住民の要望及び意見 事業者の回答及び見解



第５号様式（第１１条関係）

町田市長　　　　　　　　　　様

 □一低住  □二低住  □一中高

 □二中高  □一住居  □二住居

 □準住居  □近隣商業  □商業

 □準工業  □工業

 □建基法第４２条第　　　項第　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住宅の戸数　　　　戸）

宅 地 規 制 区 域

予定建築物の概要

建ぺい率　　　　　％　容積率　　　　　　％

 □市街化区域

　備考　該当する□にレ印を記入してください。

 □　内　　　　□　外

 □雑種地　　□その他

　用途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宅地の数　　　　宅地）

 □市街化調整区域

 □　内　　　　□　外

 □私道

 □　内　　□　外

用 途 地 域

 □公道　　認定番号 　　　号  □認定外

協　議　申　請　書

年　　月　　日

宅地開発事業の名称

　町田市宅地開発事業に関する条例第８条の規定により、協議に必要な図書を添付して次のと
おり協議を申請します。

　町田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　電話　 　 （　　  ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当名

事 業 区 域 の
地 名 及 び 地 番

住 所

氏 名

住 所

　事業者

　代理人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　 　 （　 　 ）

地
目

　実測　　　　　　　㎡

　公簿　　　　　　　㎡

氏 名

事 業 区 域 の 面 積
 □宅地　　　□田　　　□畑

下 水 道 認 可 区 域

 □指定有　□無指定

都市計画道路　　　　号線　　　　□その他（　　　　　　　）

供 用 開 始 区 域

幅
　
員 ｍ

接 続 道 路

ｍ

都 市 計 画 施 設

ｍ

課 長 参 事 部 長受　付　欄

決
裁
欄

係 員 係 長



第６号様式（第１３条関係）

　　年　　　月　　　日

町田市長　　　　　　　　　　　　　様

事 業 者

　 住　　所

氏　　名

電　　話 　（　  　）

 町田市

電話　　  　（　　 　）

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名

事業区域の地名及び地番

　町田市宅地開発事業に関する条例第７条第４項に規定する周知を行い、宅地開発事業の工
事に着手したので、同条例第１３条の規定により、次のとおり届け出ます。

 氏名

工 事 着 手 年 月 日

協 定 年 月 日 ・ 番 号 年　　月　　日　　　         　　第　　　　号

工 事 施 行 者

工 事 完 了 予 定 年 月 日 年　　　　月　　　　日

受付欄

年　　　　月　　　　日

工事着手届出書

工 事 現 場 管 理 者
 氏名

 連絡先

 住所

係 員 係 長 課 長



第７号様式(第１４条関係）

町田市長　　　　　　　　　　　　様

係 長 職 課 長 職 参 事係 員 部 長

　備考　該当する□にレ印を記入してください。

　□雑種地　　□その他

　用途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宅地の数　　　　宅地）

地
目

　実測　　　　　　　㎡

　公簿　　　　　　　㎡

予定建築物の概要

受　付　欄

決
裁
欄

年　　月　　日

宅地開発事業の名称

　町田市宅地開発事業に関する条例第１４条第１項の規定により、変更の協議に必要な図書を
添付して次のとおり変更の協議を申請します。

　代理人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　  （　  　）

　町田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　電話　　  （ 　 　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当名

事 業 区 域 の
地 名 及 び 地 番

　　　　　氏　名

事 業 区 域 の 面 積

変 更 概 要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住宅の戸数　　　　戸）

　□宅地　　　□田　　　□畑

変　更　協　議　申　請　書

　　　　　住　所

　　　　　氏　名

　　　　　住　所

　事業者



第７号様式の２(第１４条関係）

町田市長　　　　　　　　　　　　様

住　所

氏　名

住　所

氏　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当名

事 業 区 域 の
地 名 及 び 地 番

　備考　該当する□にレ印を記入してください。

　□雑種地　　□その他（　　　　）

　用途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宅地の数　　　　宅地）

地
目

　実測　　　　　　　㎡

　公簿　　　　　　　㎡

予定建築物の概要

年　　月　　日

宅地開発事業の名称

事 業 区 域 の 面 積

報 告 の 概 要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住宅の戸数　　　　戸）

　□宅地　　　□田　　　□畑

事業者

　町田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　電話　  　（　  　）

代理人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　  　（　  　）

課 長係 長係 員

変　更　報　告　書



第８号様式（第１５条関係）

係 員 係 長 課 長

町田市長　　　　　　　　　　　様

　年　　 月　 　日

事 業 者

住　所

氏　名

町田市協定年月日・番号

　町田市

中 間 検 査 申 請 書

午前・午後　　　　　時　　　　分

工 事 施 行 者

住　所

氏　名

代 理 人

住　所

氏　名

検査日

中間検査工事内容（具体的に記入）

年　　　　月　　　日（　　）

　　　　　　　　　　　　電話   　 （　　 ）

　　　　　　　　　　　　電話 　 　（　 　）

事業区域の地名及び地番

　　　　年　　月　　日　　　      　　　　　第　　　号

　　　　　　　　　　  　電話   　 （　 　）

　町田市宅地開発事業に関する条例第１５条第２項の規定により、中間検査を受けたいので
申請します。

受 付 欄



第９号様式（第１６条関係）

係 員 係 長 課 長

検査日 年　　　　月　　　日（　　）

　町田市宅地開発事業に関する条例第１６条第１項の規定により、次のとおり工事完了を届け
出、工事完了検査を受けたいので申請します。

※　開発登録簿又は規制法調書の写し（部数は別途指示によ
　る。）を添付してください。

事 業 者

住　所

受 付 欄

町田市長　　　　　　　　　　　様

　年　 　月　　 日

氏　名

午前・午後　　　　　時　　　　分

工 事 施 行 者

住　所

氏　名

代 理 人

住　所

氏　名

　　　　　　　　　　  　電話　　 （　  　）

　　　　　　　　　　　　電話　 　（　  　）

　　　　　　　　　　　　電話　 　（　  　）

工事完了届出書兼工事完了検査申請書

事業区域の地名及び地番 　町田市

町田市協定年月日・番号 　　　　年　　月　　日　　　　　      　　　第　　　号



第１０号様式（第１８条関係）

部 長

年　　月　　日

様

住所

事業者

氏名

　　　電話番号

町田市長　　　　　　　　　　　　　　　　様

宅地開発事業廃止届出書

事 業 区 域 の 地 名 及 び 地 番 　　町田市

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名

係 員 係 長 課 長 参 事

廃 止 の 理 由

協定締結（協議申請）年月日

　町田市宅地開発事業に関する条例第１８条（町田市宅地開発事業に関する条例施行
規則第１８条第２項）の規定により、　　年　　月　　日をもって協定を締結（協議
を申請）した宅地開発事業を廃止したので次のとおり届け出ます。

添 付 図 書  □位置図　□協議書又は協定書　□印鑑証明書 

受 付 番 号 　　        　　第  　　号

年　 　月　 　日



第１１号様式（第１９条関係）

様

住所
承継人

氏名

部 長参 事課 長係 長係 員

年　　月　　日

町田市長　　　　　　　　　　　　　　　　様

事 業 区 域 の 地 名
及 び 地 番

工事施行者

住 所

氏 名

承 継 の 理 由

被 承 継 人

氏 名

協 定 年 月 日 ・ 番 号        年　　月　　日　　　　        　第　　　号

地位の承継届出書

　町田市宅地開発事業に関する条例第９条第１項の協定を締結した事業者の地位を承継したの
で、同条例第１９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名

添 付 図 書 承継人の印鑑証明書

住 所

　町田市



第１２号様式（第１９条関係）

様

住所
承認申請者

氏名

部 長参 事課 長係 長係 員

添 付 図 書 承継人及び被承継人の印鑑証明書

事 業 区 域 の 地 名
及 び 地 番

工事施行者

住 所

氏 名

承 継 の 理 由

被 承 継 人

氏 名

住 所

　町田市

年　　月　　日

町田市長　　　　　　　　　　　　　　　　様

　町田市宅地開発事業に関する条例第１９条第２項の規定による宅地開発事業の地位の承継に
ついて承認を受けたいので、同条例施行規則第１９条第２項の規定により、次のとおり申請し
ます。

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名

       年　　月　　日　　　　        　第　　　号

地位の承継承認申請書

協 定 年 月 日 ・ 番 号
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